
1 

 

令和８年度（２０２６年度）くまもと移住定住・ＵＩＪターン就職支援センター 

熊本（就職・マッチング支援）窓口運営等業務委託 公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 本業務の目的                             

県内産業界においては、人手・人材不足が喫緊の課題となっており、本県においては、

県内定着の促進、ＵＩＪターン・移住の促進、人材育成の推進という３つの取組みを柱

にその対策を進めているところである。 

このうちＵＩＪターン・移住の促進については、常設の相談支援窓口となる「くまも

と移住定住・ＵＩＪターン就職支援センター」を県内外に設置し、本県への移住･ＵＩＪ

ターン就職を希望される方や人材を求める県内企業に対して継続的な支援を行ってきた。 

本業務においては、熊本（就職・マッチング支援）窓口を設置運営し、主に採用を希

望する県内事業所に対して相談対応や情報提供等の支援を行うほか、半導体関連産業の

更なる集積等により関連人材の確保が課題となっている現状等を踏まえ、県内事業所か

らの様々な求人ニーズを掘り起こし、ＵＩＪターン就職希望者とのマッチングを支援す

ることにより、熊本への人材流入を促進することを目的とする。 

 

２ 本業務の概要                             

（１）委託方法 

   公募型プロポーザルにより受託者を選定し、予算の範囲内で委託する 

（２）業務の内容 

   別紙「令和８年度（２０２６年度）くまもと移住定住・ＵＩＪターン就職支援セン

ター熊本（就職・マッチング支援）窓口運営等業務委託仕様書」のとおり 

（３）履行期間 

   契約締結日から令和９年（２０２７年）３月３１日まで 

（４）委託金額の上限 

   １０，９１０千円 

 

３ 事業スケジュール（予定）                       

 令和８年（２０２６年）３月 ２日（月）   公募開始 

３月 ９日（月）   参加表明書提出期限 

             ３月１８日（水）   企画提案書提出期限 

            ３月２５日（水）   審査会（プレゼンテーション） 

            ３月下旬       受託者決定 

            ４月 １日（水）以降 委託契約締結、業務開始 

※本業務の契約締結日は例年４月１日としているが、国の予算成立が遅延した場合には、

本業務委託契約の締結および事業開始時期が遅れる可能性がある。 

※上記の状況により、契約期間を区切り、複数回に分けて契約を締結する場合がある。 
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４ 担当部署                                

〒８６２－８５７０ 熊本県熊本市中央区水前寺６丁目１８－１ 

熊本県商工労働部商工政策課人材プロジェクト班 

電 話 ０９６－３３３－２３４２（直通） 

ＦＡＸ ０９６－３８５－５８５０ 

E-mail shoukouseisaku@pref.kumamoto.lg.jp 

 

５ 受託者の要件                             

 次に掲げる要件を満たす事業所、または複数の事業所による連合体（コンソーシアム）

とする。 

（１）熊本県内に本店・支店または営業所等を有するなど、商工政策課と常に連携が取れ

る体制にある事業所であること。 

（２）委託業務に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行するための必要

な経営基盤及び人員体制を有していること。 

（３）有料（無料）職業紹介事業の許可（届出）事業所であること。 

  ※ただし、職業紹介事業所ではない場合でも、職業紹介事業所である別の事業所とコ

ンソーシアムを構成するなどして、当該事業所は広報業務など、職業紹介事業所で

なくとも履行することができる業務にのみ従事する場合はこの限りではない。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（５）消費税及び地方消費税並びに県税に未納がないこと。 

（６）参加表明書の受付を開始する日以降、随意契約締結日までの間に熊本県物品購入等

及び業務委託等契約に係る指名停止等の措置要領による指名停止期間中でないこと。 

（７）宗教活動や政治活動を目的としないこと。 

（８）会社更正法、民事再生法に基づく更生または再生手続き開始の申立てを行った者又

は申立てをなされた者にあっては当該申立てに係る更生計画認可決定を受けているこ

と。 

   また、手形交換所による取引停止処分、主要取引先から取引停止等の事実があるな

ど、経営状態が著しく不健全でないこと。 

（９）熊本県暴力団排除条例に定める暴力団または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係

を有する者でないこと。 

（10）複数のコンソーシアムの構成員となっての参加や、コンソーシアムの構成員と単独

での重複参加をしないこと。 

 

６ 受託者の選定                             

（１）委託事業者の選定にあたっては、企画提案書を公募し、提出された企画提案書の内

容について、県の審査会でプレゼンテーションによる審査を行い、採用案を決定する。 

（２）県は、採用案を提案した者との間で最終的な契約条件を協議し、双方合意のうえで

契約を行う。なお、採択された提案内容は、契約締結時に修正・変更が加えられる場

合がある。 

mailto:shoukouseisaku@pref.kumamoto.lg.jp
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（３）契約条件が合意に至らない場合は、次点者と契約締結について協議を行うことがあ

る。 

（４）この選考により決定する委託事業者との契約は、地方自治法施行令第１６７条の２

第１項第２号及び熊本県会計規則（昭和６０年熊本県規則第１１号）第９５条第１項

第１号の規定による単独随意契約とする。 

（５）契約の相手方は、熊本県会計規則第７７条第１項の規定により、県が指定する日時

までに契約保証金として契約金額の１００分の１０以上の金額を納付する必要がある。 

ただし、同規則第７８条第１項各号のいずれかの規定に該当する場合は、契約保証金

の納付を免除する。 
 

７ 応募手続き                              

（１）参加表明書等の提出 

   プロポーザル参加希望者は、参加表明書その他の必要書類（以下、「参加表明書等」

という。）を提出すること。 

  ①提出書類 

   ア 参加表明書（別紙様式１） 

   イ 添付書類 

（ア）組織体制に関する書類 

（イ）直近１事業年度の賃借対照表及び損益計算書 

（ウ）定款の写し 

（エ）事業所の履歴事項全部証明書 

（オ）納税証明書（消費税及び地方消費税並びに県税に未納がないことの証明） 

   （カ）熊本県暴力団排除条例に関する誓約書（別紙様式２） 

   （キ）コンソーシアムの場合は、構成員ごとに上記の書類の他、本業務に係るコン

ソーシアム協定書の写し 

    ※令和８年（２０２６年）３月３１日までの熊本県競争入札参加資格（業務委託）

を有する参加希望者については、上記（イ）～（カ）の提出は不要とする。 

  ②問い合わせ先及び提出先 

    「４ 担当部署」に同じ 

  ③提出部数 

    １部 

  ④提出期限 

    令和８年（２０２６年）３月９日（月）（必着） 

    ※提出方法は、持参又は郵送（郵送する場合は、トラブル回避のため、特定記録

又はレターパック等の記録の残る送達手法に限る。）とし、期限までに必着する

こと。 

  ⑤参加資格の決定及び通知 

    参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、

結果（参加資格がないと認めた場合は、その理由も含む。）については、メールによ
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り通知する。なお、参加資格を認めたものであっても、当該確認後に参加資格を満

たさないことが明らかになったときは、当該参加資格を取り消すものとする。 

（２）本業務に対する質問及び回答 

  ①質問方法 

   質問は、質問書（別紙様式３）により電子メールで送信すること。 

  ②質問受付 

 公募開始日から令和８年（２０２６年）３月１６日（月）正午までとする。 

（３）企画提案書等の提出 

   プロポーザル参加希望者は、企画提案書その他の必要書類（以下、「企画提案書等」

という。）を提出すること。 

  ①提出書類 

   ア 企画提案書（別紙様式４） 

   イ 参考見積書・経費内訳書＜様式任意＞ 

   ウ 事業者の取組に関する申出書（別紙様式６）※該当がある場合のみ提出 

   エ 別紙様式６に記載する添付書類      ※該当がある場合のみ提出 

   ※提出する書類の規格はＡ４版片面とし、企画提案書は、ＰＲしたいポイントや記

載内容の理由・背景など提案趣旨を明確に示したうえで、２０ページ以内（別紙

様式４は除く）にまとめること。 

   ※参考見積書・経費内訳書には、必ず次の事項を盛り込むこと。 

    ・人件費（給与及び社会保険料等） 

    ・窓口の設置、管理運営に要する経費 

    （経費例） 

      備品の賃借料または購入費、電話料金・インターネット回線料（回線工事経費等も含む）、

コピー料金、郵送料、封筒・名刺等の作成費、その他消耗品購入費 

    ・本業務実施にあたって必要な経費（旅費、資料作成費等） 

    ・広報に要する経費 

    ・その他必要な経費（一般管理費、損害保険料等） 

    ・消費税及び地方消費税相当額 

  ②提出先 

    「４ 担当部署」に同じ 

  ③提出部数 

    正本１部とその写し５部（計６部） 

    ※企画提案書等は、ホチキスまたはクリップ留めすること（ファイリング不可）。  

なお、参考見積書・経費内訳書は企画提案書の最終ページに添付すること。 

  ④提出期限 

    令和８年（２０２６年）３月１８日（水）正午（必着） 

    ※提出方法は、持参又は郵送（郵送する場合は、トラブル回避のため、特定記録

又はレターパック等の記録の残る送達手法に限る。）とし、期限までに必着する

こと。 
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  ⑤企画提案内容 

   ア 全体スケジュール 

   イ 実施体制 

   ウ 実施内容 

   エ 類似業務の実績 

    ※業務の一部について、再委託による実施を予定している場合は、実施体制に再

委託予定業者及び再委託する業務の内容を明記すること。 
 

８ 審査                               

（１）プレゼンテーションの実施 

  ①開催日程等 

   ア 日時 

     令和８年（２０２６年）３月２５日（水）午後 

     ※時間については、各提案者に別途連絡する。 

   イ 場所 

     熊本県庁産業支援課 分室（県庁行政棟本館７階） 

   ウ プレゼンテーションの持ち時間 

     提案を行う者１者につき３０分（最初の１５分で提案者による提案準備・説明、

その後残り１５分で審査員による質疑）を予定。 

エ プレゼンテーションの手法等 

     司会の指示に従い、提出した企画提案書の内容を中心にプレゼンテーション会

場に出席している者から説明等を行うこと（会場にいない者がオンライン等によ

り説明することは不可）。 

     提出された企画提案書は、審査員に事前に配付することとし、企画提案書の提

出期限後の追加資料等の提出は認めない。ただし、企画提案内容をより分かりや

すく説明するため、プレゼンテーションの際にパソコン及びディスプレイを活用

することは認める。この場合、３月１６日（月）正午までにパソコン及びディス

プレイの活用について県担当部署に電子メールで申し出ること。なお、ディスプ

レイ及びＨＤＭＩケーブルについては、県担当部署で準備するが、それ以外に必

要なもの（パソコン等）については、参加者で用意すること。 

  ②審査方法 

   ア 企画提案書等及びプレゼンテーションの内容に基づき、次の審査項目について、

複数人の審査員による審査を行い、結果、内容が最も優れた提案を行った者を受

託候補者として選定する。 
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   イ 審査結果の通知 

     プレゼンテーションに参加した者には、書面にて審査結果を通知する。 
 

９ その他留意事項                                

（１）提出書類等に関する事項 

①提出期限までに参加表明書等または企画提案書等を提出しなかった場合は、参加者

として認められない。 

②参加表明書等及び企画提案書等の作成・提出に係る費用は、参加者の負担とする。 

③提出された参加表明書等及び企画提案書等は、添付書類も含め参加者に返却しない。 

④提出された参加表明書等及び企画提案書等は、提出者に無断で使用しない。 

⑤参加表明書等及び企画提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合、県は、当

該参加表明書等及び企画提案書等を無効とし、参加資格の取り消し、受託候補者の

認定取り消し、契約締結の保留または契約の解除等の措置を取ることができるもの

とする。 

分類 評価項目 評価基準 配点  

審査項目 

提案内容 

・実施計画は本業務の趣旨に沿って立てられているか。 

・全体スケジュールは適切か。 

・業務内容は登録企業の増加や企業の求人ニーズの掘り起こ

し、求職者とのマッチングを促し熊本への人材流入の促進

を期待できるものであるか。 

25点 

業務遂行 

能力 

・業務を円滑に実施するための人員・体制は十分なものとな

っているか。 

・実施体制は KPIの達成が見込めるか。 

・過去に類似業務を受託した実績があるか。 

15点 

経済性 
・企画内容に対して事業費（参考見積書・経費内訳書）は妥

当か。 
5点 

加点項目 

（事業者 

の取組） 

働く環境 

の整備 
・熊本県ブライト企業の認定を受けているか。 2点 

多様な人材 

の活躍 

・障害者就労施設等からの物品及び役務の調達実績(当該年度

又は前年度)があるか。 
1点 

環境配慮 

・事業活動温暖化対策計画書制度の対象事業者（義務及び任

意）、エコアクション 21、RE100、再エネ 100宣言 RE Action

のいずれかの認証等、または森林吸収量認証書の交付実績

（該当年度又は前年度）があるか。 

1点 

その他の 

持続可能な 

社会の実現 

・熊本県 SDGs登録制度に登録、またはパートナーシップ構築

宣言をポータルサイトに登録しているか。 
1点 

合  計 50点 
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⑥参加表明手続きを行った後、都合によりプレゼンテーション等の参加を辞退するこ

とになった場合は、参加辞退届（別紙様式５）を提出すること。 

（２）県は、受託候補者の決定後、契約締結までの間に、受託候補者が「５ 受託者の要

件」に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができ

るものとする。 

（３）参加者が１者のみの場合にも、「８ 審査」のとおり審査を実施する。この場合、当

該参加者の企画提案内容が採択に値する水準以上であると認められる場合に、当該参

加者を受託候補者として選定する。 

（４）当該業務に係る熊本県の令和８年度当初予算が成立しなかった場合は、本業務を中

止することがある。なお、中止になった場合においては、提案書の作成・提出及び本

業務の準備に要した費用については、一切補償しないものとする。 

（５）本業務の契約締結日は例年４月１日としているが、国の予算成立が遅延した場合に

は、本業務委託契約の締結および事業開始時期が遅れる可能性がある。また、状況に

より、契約期間を区切り、複数回に分けて契約を締結する場合がある。 

 


